
（１）適正規模の基準

小学校
適正規模１学年平均２学級を下限とする１２学級から１８学級
準適正規模９学級から１１学級、１９学級から２１学級
中学校

適正規模１学年平均４学級を下限とする１２学級から１８学級
準適正規模９学級から１１学級

※適正規模からは外れるが、児童生徒数の推移を特に注視していく
学校を準適正規模として規定する。

（２）適正規模・適正配置の検討対象校
①小規模校や大規模校になってから３年間が経過し、今後の推計値
でも適正規模又は準適正規模への回復が見込めない学校を検討に
取り組む対象校とする。
②令和７年度時点で小規模校や大規模校になってから３年以上が
経過し、今後の推計値でも適正規模又は準適正規模への回復が
見込めない学校は、令和８年度から検討に取り組む対象校とする。

主な内容

「前橋市立小中学校の適正規模・適正配置基本方針」は、平成２０年８月に策定し、その策定から１５年以上が経過した今、少子化の
進行や地域の実情の変化など、児童生徒を取り巻く環境が大きく変化してきている。児童生徒数の減少期において、よりよい教育環境の整備・
充実を図るため、現状や今後の児童生徒数の見通しに即して基本方針を改訂するもの。

令和７年度から令和１６年度までの１０年間。社会情勢の変化や
児童生徒数の実情などに対応するため、令和１２年度を目途に見直す
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